
第５次病院構造改革推進方策
(新旧対照表）

参考資料3

・１ページから30ページまでは改定はありません。

・改定後の33ページ以降についても改定はありません。

（改定内容）
31ページ：経営対策委員会及び粒子線医療センターのあり方検討委員

会からの提言を踏まえ改正

32ページ：経営対策委員会で新たに取りまとめた、収支改善対策を反
映した令和10年度までの収支見込を新たに記載

改定について
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1Ⅲ 取組方策
 ３ 収支構造の最適化 ⑴ 抜本的な経営改革に係る取組

取組方策（基本方向及び取組内容）

基本方向

⚫ 不断の経営改善対策に取り組み、病院事業全体での経常赤字幅の縮減、内部留保資金残高の減少速度

の抑制を図るとともに、第５次推進方策期間以降も見据えた、将来的な経営改善に向けた土台作りに

取組む。

⚫ 推進方策期間中の経常黒字化が困難と見込まれる病院は、圏域ごとの医療需要を考慮した上で、将来

にわたって適切な役割を果たすための抜本的な経営改革を検討する。

取組内容

⚫ 各年度の経営実施計画を策定し、具体の数値目標、経営改善方策を明確にしたうえで、経営改善の取

り組みのPDCAサイクルを徹底し、経常収支の改善を図る。

✓DPC対応力の強化による診療の効率化・均質化・標準化の推進（クリニカルパス適用率の向上、PFM

強化による在院日数の適正化 等）、地域医療連携の強化や紹介受診の促進等による診療機能に見合っ

た受診機会の提供、適切な診療報酬請求や料金の適時適切な見直し等により、収益の確保・向上に取

組む。

✓経営再生本部の機能を強化し、提供すべき医療機能に見合う人員配置の適正化や病院間BMシステムを

活用した材料費の適正化、委託業務の仕様見直しによる経費削減等、各種コストの節減を図る。

✓経営状況等の情報を職員に適時・適切に提供し、経営改善に向けた意識の共有を図る。

⚫ 推進方策期間中の経常黒字化が困難と見込まれる病院の抜本的な経営改善方策を検討・実施する。

⚫ 特に粒子線医療センターは、外部有識者含む検討会を早期に立上げ、経常赤字の解消に向けた今後の

あり方を検討し、具体策に着手する。

経ガ：３⑹③改定前

２



2Ⅲ 取組方策
 ３ 収支構造の最適化 ⑴ 抜本的な経営改革に係る取組

取組方策（基本方向及び取組内容）

基本方向

⚫ 不断の経営改善対策に取り組み、病院事業全体での経常赤字幅の縮減、内部留保資金残高の減少速度

の抑制を図るとともに、第５次推進方策期間以降も見据えた、将来的な経営改善に向けた土台作りに

取組む。

⚫ 推進方策期間中の経常黒字化が困難と見込まれる病院は、圏域ごとの医療需要を考慮した上で、将来

にわたって適切な役割を果たすための抜本的な経営改革を検討する。

取組内容

⚫ 各年度の経営実施計画を策定し、具体の数値目標、経営改善方策を明確にしたうえで、経営改善の取

り組みのPDCAサイクルを徹底し、経常収支の改善を図る。

✓DPC対応力の強化による診療の効率化・均質化・標準化の推進（クリニカルパス適用率の向上、PFM

強化による在院日数の適正化 等）、地域医療連携の強化や紹介受診の促進等による診療機能に見合っ

た受診機会の提供、適切な診療報酬請求や料金の適時適切な見直し等により、収益の確保・向上に取

組む。

✓提供すべき医療機能に見合う人員配置の適正化や病院間BMシステムを活用した材料費の適正化、委託

業務の仕様見直しによる経費削減等、各種コストの節減を図る。

✓経営状況等の情報を職員に適時・適切に提供し、経営改善に向けた意識の共有を図る。

⚫ 外部有識者からなる「県立病院経営対策委員会」で検討した、病棟の一時休止、新病院の段階的オープン、職

員配置の適正化等の収支改善策を着実に実施する。

⚫ 粒子線医療センターは、「粒子線医療センターのあり方検討委員会」からの提言を踏まえ、施設の保守契約期

限である令和９年度末までに現地施設での治療を停止することとし、今後、県民への粒子線治療機会を確保す

るための方策を検討する。

経ガ：３⑹③改定後
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改定前

新規記載

Ⅲ 取組方策
 ３ 収支構造の最適化 ⑴ 抜本的な経営改革に係る取組 経ガ：３⑹③
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病院事業全体の収支計画

Ⅲ 取組方策
 ３ 収支構造の最適化 ⑴ 抜本的な経営改革に係る取組 経ガ：３⑹③

収支改善策反映後

改定後
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